
 
社会福祉法人福島県社会福祉協議会広告掲載要綱 

 
（趣旨） 
第１条 この要綱は、社会福祉法人福島県社会福祉協議会（以下「県社協」という。）の広

報物等への広告掲載に関する取扱いについて必要な事項を定める。 
 
（広告掲載基準） 
第２条 県社協は、次の各号のいずれかに該当する広告は掲載しない。 
 （1）法令等に違反し、又は違反するおそれのあるもの 
 （2）公の秩序又は善良の風俗に反し、又は反するおそれのあるもの 
 （3）政治活動、宗教活動、意見広告、個人の宣伝（名刺広告等）に関するもの 
 （4）風俗営業等の規制及び業務の適正化などに関する法律第 2 条に掲げる営業に該当   

するもの 
 （5）内容が不明確、あるいは信憑性を欠いているもの 
 （6）著作権、財産権、プライバシー等を侵害するおそれのあるもの 
 （7）その他、広告として適当でないと県社協が認めるもの 
 
（広告の規格等） 
第３条 広告の規格、発行枚数、掲載する位置及び枠数は、県社協会長が別に定める。 
 
（広告掲載の募集） 
第４条 広告の募集は、県社協が発行する情報誌及びホームページのほか、各種機会を通し

て広告掲載への募集を行うものとする。 
 
（広告掲載の申込） 
第５条 広告の申込については、県社協会長が定める募集期間内に広告掲載申込書（様式 1
号）に掲載する広告案を添えて県社協会長宛に申込むものとする。 

２ 申込み期間内に、募集した数を超える申込みがあった場合は、次の各号に掲げる順位に

従って決定する。 
  （1）県社協の一般会員、又は特別賛助会員 
  （2）国、地方公共団体、独立行政法人、公社、公益法人及びこれに類するもの 
  （3）県内に本社、支店、営業所、店舗等を有する企業及び事業者 

（4）第２号に掲げる以外の企業及び事業者 
  （5）その他会長が適当と認めるもの 
３ 前項の規定によっても申込者が多数の場合は、抽選により決定する。 
 
（広告掲載の決定） 
第６条 県社協会長は、第５条による申込があったときは、掲載の可否を決定し、広告掲載

可否決定書（様式 2 号）により申込者に通知するものとする。 
２ 広告掲載の決定を受けた申込者（以下「広告主」という。）は、県社協会長が定める期

間内に広告の原稿を県社協に提出するものとする。 
 
（広告掲載料） 
第７条 広告掲載料は、県社協会長が別に定める。 
２ 広告料は、県社協会長が指定する期日までに一括納入するものとする。 
 
 
 

 



（広告主の責任） 
第８条 広告主は、掲載する広告及び広告内容に関する一切の責任を負うものとし、広告掲

載の結果、県社協又は第三者の権利侵害、その他不利益や損害を受けた場合は、法的、倫

理的責任等、一切の責任を広告主が負うものとする。 
２ 広告の原稿の作成経費は、広告主の負担とする。 
 
（広告掲載の取消） 
第９条 県社協は、次の各号のいずれかに該当するときは、掲載の決定及び掲載を取り消す

ことができる。 
 （1）第２条の規定に反すると認めるとき 
 （2）広告主が県社協に広告原稿を提出しなかったとき 
 （3）広告主が期日までに広告料を納入しなかったとき 
 （4）その他、県社協会長が必要と認めたとき 
 
（広告掲載の取下げ） 
第１０条 広告主は、自己の都合により広告の掲載を取り下げることができる。 
２ 広告主は、前項の規定により広告の掲載を取り下げるときは、書面により、県社協に申

し出なければならない。 
 
（広告掲載料の還付） 
第１１条 県社協は、第９条により広告の掲載を取り消したときは広告掲載料を還付しない。

ただし、広告主の責めに帰することができない事由による場合は、この限りではない。 
２ 県社協が広告作成発注後、広告主が第１０条により掲載を取り下げるときは、広告主は

広告掲載料を県社協に納入しなくてはならない。 
 
（その他） 
第１２条 この要綱の定めるもののほか、必要な事項は県社協会長が別に定める。 
 
 
   附 則 
  この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 
   附 則 
  この要綱は、平成２１年１０月１日から施行する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

（別表） 
広告掲載の対象 規 格 掲載方法等 広告掲載料 備 考 

総合福祉情報誌 
「はあとふる・ふくしま」 

１枠・ﾌﾙｶﾗｰ 
（Ａ4 版、縦書き 
4 段組のうち、最下段

1/2 スペース、縦 6.3×
横 8.7cm） 

1 枠・1 回

 
1 月の作成

11,000 部 

21,000 円 
（税込） 

年 12 回 
発行 
 
掲載位置は、

裏表紙。 
 
2 枠使用も可

 

県社協使用角２号封筒 

１枠・２色刷り 
（縦書き、封筒裏面1/2
スペース、縦 13cm×

横 21cm） 

1 枠・1 回

 
1 回の作成

30,000 枚 

100,000 円 
（税込） 

２枠（全面）

使用も可。 

県社協ホームページ 
バナー広告 

１枠・カラー 
（上下４４ピクセル×
左右１２４ピクセル、

画像：ＧＩＦ形式、 
容量：４キロバイト以

内） 

1 枠・ 
１ヶ月 

10,500 円 
（税込）  

その他（上記掲載対象以外

のもの） 会長及び広告掲載申込者と協議の上、決定する。 

 


